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                         令和４年５月１０日  

傍聴席の利用方法について 

                             最高裁判所事務総局 

 

第１ はじめに 

   裁判所においては、国際医療福祉大学医学部公衆衛生学和田耕治教授（司法行政事

務の適正な遂行の確保に関する有識者委員）から、公衆衛生学等の専門的知見に基づ

くご助言をいただきながら、裁判手続や法廷等の特殊性を踏まえ、令和２年１２月に

裁判所における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の在り方全体についての

考え方（同月４日付け「裁判所の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策」）を整理

し、その後、「オミクロン株等による感染拡大状況を踏まえた感染防止対策」等を補足

的に整理している。 

今般、オミクロン株の特性やその感染状況、ワクチン接種の進展状況、社会経済活

動を日常に戻していくという社会情勢等の変化を踏まえ、傍聴席の利用方法について、

改めて和田教授にご助言をいただき、公衆衛生学等の専門的知見を踏まえて従前の感

染防止対策の考え方を変更し、以下のとおり整理した。この考え方を踏まえ、今後各

庁において地域の感染状況等の実情に即して検討がされることとなる。 

 

第２ 公衆衛生学等の専門的知見を踏まえた具体的な対応についての考え方 

  法廷における傍聴の場面は、傍聴人が同じ方向を向いて着席し発話をしないことが

想定され、傍聴人に対するマスク着用の協力要請を前提とすると、感染リスクの低い

場面であり、これまでの専門的知見の蓄積等から一層感染リスクが低いことが確認さ

れ、オミクロン株（BA.2系統や XE等の亜種を含む。）の特性（重症化リスクが低いな

ど）やその感染状況、ワクチン接種の進展状況、国全体として社会経済活動を日常に

戻していくという社会情勢の変化等を総合考慮すると、現時点で、全席利用とするこ

とが考えられる。 

もっとも、全席利用とした上で、協力要請にもかかわらず、マスクを着用しない者

が傍聴している場合（このような者が多数いる場合も含む。）、マスク非着用者が、会

話をしている状況や、継続的に咳・くしゃみをしている状況は、感染リスクが高まる

ことから、感染防止対策上、これを避ける必要があり、このような傍聴人を在廷させ

ないようにするための対策をとる必要がある。 

これらの専門的知見に沿う具体的な対応としては、次のとおり考えられる。 
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 【対 応】 

マスク着用の協力要請（※１）を確実に行い、傍聴席について、１席空けをしないで、

全席利用とする。 

傍聴人（傍聴希望者）に対する周知・注意（※２）を行った上で、マスク着用の協力

要請に応じないマスク非着用者が、意図的な発言（※３）をした場合や、継続的に咳・

くしゃみをしている場合に、退出を促すなど、このような者を法廷に在廷させないよう

にするための方策（※４・５）を講じる。 

 

※１ マスク着用の協力要請 

法廷においてマスクを着用してもらえるよう、法廷前や法廷内、ウェブサイト等にマスク着

用の協力依頼を掲示するほか、法廷において、開廷前は書記官から、開廷後は裁判官から、マ

スク非着用者に対してマスク着用依頼を行うことが重要である。 

 

※２ 傍聴人（傍聴希望者）に対する周知・注意 

傍聴人（傍聴希望者）に対してあらかじめ周知・注意をすることが効果的であることから、

ウェブサイト、法廷内やその入口等で、次のような掲示をしておくことが考えられる。 

「・新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、不織布マスクの着用をお願いしま

す。 

・傍聴席において、マスク着用の有無にかかわらず発言をし、又は、マスクを着用しない

で継続的に咳・くしゃみをし、審理の妨げになるときは、裁判官の判断により退廷して

いただく場合がありますので、あらかじめ承知おきください。」 

また、裁判長（官）が、手続の冒頭で、マスク非着用の傍聴人に対し、マスク着用の協力要

請をするとともに、上記同様、マスク着用の有無にかかわらず発言した場合や、マスクを着用

しないで咳やくしゃみが続く場合には、退廷していただく場合がある旨の注意をしておくこ

とが考えられる。 

 

※３ 意図的な発言 

意図的な発言とは、例えば、同伴者と会話をしたような場合で、通常であれば、発言しない

でくださいと注意をするにとどまるもの（咄嗟に隣の同伴者と小さい声で話したようなもの

は含まれない想定）が考えられる。１名が意図的な発言をし、その余の者も同調した場合には、

発言者のみならず他の者についても退出を促すことや退廷命令を発することが考えられる。 

   

※４ 発言等をするマスク非着用者が、法廷に在廷しないようにするための方策 

マスク着用、非着用を問わず傍聴人が発言をした場合には、もともと開廷中の傍聴人の発言

が禁止されており、当該発言の態様等の具体的な事情に応じ、裁判長（官）が、当該傍聴人に

対して発言の禁止を求めることや、退出の促し、退廷命令の発令等の方策を検討することが考

えられる。 

マスク非着用の傍聴人が継続的に咳・くしゃみをしている場合には、その具体的事情に応じ、

再度、感染防止対策としてマスク着用の協力要請をすることが考えられるが、これに応じず

咳・くしゃみを続けている場合には、当該状態が審理の妨げになり得ることから、咳・くしゃ

みが出なくなるまで任意の退出を促すことや任意に退出しない場合に退廷命令を発令するこ
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となどが考えられる。 

  

※５ 法廷におけるマスク着用者への対応 

法廷におけるマスク着用者から、マスク非着用者がいると、感染してしまう不安がある、な

ぜマスク非着用者を退場させないのかなどと問われた場合は、例えば、裁判長（官）から、「マ

スクを着用していただくよう協力要請はしたが、マスクを着用いただけなかった。法廷等で掲

示しているとおり、専門的知見に基づく感染防止対策として、マスク非着用者が、会話をした

場合や継続的に咳・くしゃみをしている場合にはそのような者が在廷しないようにするため

の方策を講じることになるので、御理解いただきたい。」などと説明することが考えられる。 

 

第３ 感染が再拡大した場合の取扱い 

傍聴席について全席利用の取扱いにした後、新たに重症化リスクの高い変異株の感

染が拡大した場合や各地域が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延

防止等重点措置や緊急事態措置の対象地域とされた場合には、社会情勢等を踏まえ、

１席空けの従前の取扱いに戻すことが考えられる。 

            以 上  


